
我が国の農地における地力低下や土壌の栄養バランスの悪化が懸念される中で、

国内の低廉な資源であり、土づくりにも役立つ堆肥や産業副産物由来肥料を安心

して活用できるよう、肥料の品質確保を進めるとともに、農業者のニーズに柔軟

に対応した肥料生産等が進むよう、法制度を見直す必要。

【具体的課題】

（１）産業副産物資源の有効活用

産業副産物の肥料利用の一層の拡大に向けて、農家がより安心して利用でき
るようにするためには、原料管理の強化や虚偽表示などへの対応が必要。

（２）農家ニーズに応じた新たな肥料の生産・利用

農家ニーズに対応するため、これまでできなかった堆肥と化学肥料の配合等、
土づくりや労力・コストの低減につながる肥料配合に関する規制の見直しや、
効果の発現時期（緩効性）等、施肥の効率化につながる品質表示の充実が必要。

肥料取締法の一部を改正する法律案の概要

法案の概要

１ 肥料の原料管理制度の導入

３ 肥料の表示基準の整備

２ 肥料の配合に関する規制の見直し

農林水産大臣は、成分量等の品質表示に加え、肥料の効果の発現時期（緩

効性）等の肥料の品質や効果に関する表示についても基準を定め、必要に応

じて指示・公表・命令ができることとする。

① 普通肥料（化学肥料等）と特殊肥料（堆肥等）を配合した肥料や、肥料と

土壌改良資材を配合した肥料を、届出で生産できる制度を新設する。

② 登録済みの肥料同士の配合に加え、一定の加工（造粒等）を行った肥料に

ついても、届出で生産できることとする。

① 農林水産大臣は、肥料に使える原料の範囲の規格を設定

② 肥料の生産業者及び輸入業者に、原料帳簿の備付けを義務付け

③ 肥料の原料の虚偽宣伝を禁止

肥料業者自身による原料管理の義務付けや、届出肥料の拡大に伴い、法律

の題名を「肥料取締法」から「肥料の品質の確保等に関する法律」に改正。

背景及び趣旨

（第３条、第26条、第27条）

（第４条、第16条の２）

（第21条、第22条の２、第22条の３）


